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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は本日開催の取締役会において、本年 9 月 28 日開催予定の定時株主総会に「定款一部

変更の件」を付議することを決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。 

 

記      

1. 変更の目的 

(1)取締役会におけるモニタリング機能の強化とコーポレート・ガバナンスの充実を図り、

会社経営の透明性及び迅速かつ果断な権限移譲を可能とする監査等委員会設置会社への移行

及び会計監査人設置会社へ移行いたしたく、監査等委員会・監査等委員及び会計監査人に関す

る規定の新設、また監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。 

 

(2)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定

する改正規定が本年９月１日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報

について、電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求を行った株主に交付する書面に記載

する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示と

みなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 

 

(3)当社の今後の事業戦略に合わせて、定款記載の事業内容の見直しと追記を行うものです。 

 

(4)株主の皆様への利益配分の機会を充実させるため、中間配当の基準日を定めるものです。 

 

（5）上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。 

 



 

 

 

２. 変更の内容 

  変更の内容は別紙の通りです。 

 

 

以上 

 

  



 

 

（別紙 定款変更の内容） 

 

(下線部分は変更箇所を示しております。) 

現行定款 変更案 

第1章 総則 

 

第 1 条  

（条文省略） 

 

 （目的） 

第 2 条 当会社は、国内外において次の

事業を営む会社の株式または事業体の

持分を 

取得・所有することにより、当該会社・

事業体の事業活動を支配・管理すること

を目的とする。 

 

 

（１）金属加工業 

（２）精密機械 部品 の加工及び製造 

（３）建設機械、産業機械、その他各種

機械及びその部品類の設計、製造、加 

工及び販売 

（４）自動車部品の製造 

（５）各種鉄工製品に加工製作 

（６）機械用金属配管部品の製造 

（７）金属プレス加工 

（８） 金属塑性加工 

（９） 一般機械加工 

（10） ガス溶接 

（11） 電気溶接 

（12） 光通信機器・衛星通信機器等の

各種通信機器及びその部品の製造 

（13） 家庭用電気機械器具及びその部

品の製造 

（14） 精密機械部品の製造 

第1章 総則 

 

第 1 条  

（現行通り） 

 

（目的） 

第 2 条 当会社は、次に掲げる事業を営

む会社（外国会社を含む）、組合（外国

における組合に相当するものを含む）そ

の他これに準ずる事業体の株式又は持

分を所有することにより、当該会社等の

事業活動を支配・管理することを目的と

する 。 

 

（１）～２（３） 

（現行通り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（15） 歯車及び伝動装置の販売 

（16） 一般労働者派遣事業及び特定労

働者派遣事業 

（17） 上記に付随する一切の業務 

 

２ 当会社は前項各号の事業並びに以下

の事業及びこれを付帯する又は関連す

る 

一切の業務を営むことができる。 

（１）グループ会社等の経営企画、総務、

人事、財務関連業務及びその他必要 

と認めた業務 

（２）グループ会社等を対象とした資金

の集中、配分関連業務、貸付業務及び余

剰資金運用業務 

（３）グループ会社等を対象とした不動

産の売買、賃貸、仲介、管理業務 

（新設） 

 

 

第３条～第 4 条 

（条文省略） 

 

 

（機関の設置） 

第５条 当会社は、株主総会及び取締役

のほか、次の機関を置く。 

１．取締役会 

２．監査役 

（新設） 

 

 

第２章 株式 

 

第 6 条～第１１条 

（条文省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）企業経営・人材育成に関する教育、

研修及びコンサルティング業務 

 

第３条～第 4 条 

（現行通り） 

 

 

（機関の設置） 

第５条 当会社は、株主総会及び取締役

のほか、次の機関を置く。 

（1）取締役会 

（2）監査等委員会 

（3）会計監査人 

 

 

第２章 株式 

 

第 6 条～第１１条 

（現行通り） 



 

 

 

 

第３章 株主総会 

 

第１２条～第１４条 

（条文省略） 

 

（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示とみなし提供） 

第１５条 

当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類、事業報告、計算書類およ

び連結計算書 類に記載または表示をす

べき事項に係る情報を、法務省令に定め

るところに従い、インターネットを利用

する方法で開示することにより、株主に

対して提供したものとみなすことがで

きる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（決議の方法） 

第１６条 株主総会の決議は、法令又は

定款に別段の定めがある場合を除き、議

決権を行使することができる株主の議

 

 

第３章 株主総会 

 

第１２条～第１４条 

（現行通り） 

 

（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示とみなし提供） 

第１５条 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株主総会参考資料等の電子提供措置） 

第１５条 

当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類等の内容である情報につ

いて、 

電子提供制度措置をとるものとする。 

 

２ 当会社は、電子提供制度措置事項の

うち法務省令で定めるものの全部また

は一部について、書面の交付を請求した

株主に対して交付する書面に記載する

ことを要しないものとする。 

 

（決議の方法） 

第１６条 株主総会の決議は、法令又は

定款に別段の定めがある場合を除き、出

席した議決権を行使することができる



 

 

決権の過半数を有する株主が出席した

当該株主の議決権の過半数をもって行

う。 

 

２  

（条文省略） 

 

第１7 条～第１８条 

（条文省略） 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

（員数） 

第１９条 当会社の取締役は、５名以内

とする。 

 

 

２ （新設） 

 

 

（選任及び解任の方法） 

第２０条  

（条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

２ 取締役の選任決議については累積投

票によらないものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

株主の議決権の過半数をもって行う。 

 

 

 

２ 

（現行通り） 

 

第１7 条～第１８条 

（現行通り） 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

（員数） 

第１９条 当会社の取締役（監査等委員

である取締役を除く。）は、5 名以内とす

る。 

 

２ 当会社の監査等委員である取締役

は、5 名以内とする。 

 

（選任及び解任の方法） 

第２０条  

（現行通り） 

 

２ 取締役は、監査等委員である取締役

とそれ以外の取締役とを区別して選任

するものとする。 

 

３ 取締役の選任決議については累積

投票によらないものとする。 

 

４ 当会社は、法令に定める監査等委員

である取締役の員数を欠くことになる

場合に備え、株主総会において補欠の監

査等委員である取締役を選任すること



 

 

 

 

（任期） 

第２１条 取締役の任期は、選任後１年

以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。 

 

 

２（新設） 

 

 

 

 

３（新設） 

 

 

 

 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第２２条 会社を代表すべき取締役は、

取締役会の決議で定める。 

 

 

 ２   

（条文省略） 

 

 ３ 取締役会の決議により、取締役の中

から取締役副社長、専務取締役及び常務

取締役を選定することができる。 

 

 

 ４  

（条文省略） 

 

ができる。 

 

（任期） 

第２１条 取締役（監査等委員である取

締役を除く。）の任期は、選任後１年以

内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

 

２ 監査等委員である取締役の任期は、

選任後２年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会

の終結の時までとする。 

 

３ 任期の満了前に退任した監査等委

員である取締役の補欠として選任され

た監査等委員である取締役の任期は、退

任した監査等委員である取締役の任期

の満了の時までとする。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第２２条 取締役会は、その決議によっ 

て、取締役（監査等委員である取締役を 

除く）の中から代表取締役を選定する。 

 

２  

（現行通り） 

 

３ 取締役会の決議により、取締役（監  

査等委員である取締役を除く）の中から 

副社長、専務及び常務を選定することが 

できる。 

 

４  

（現行通り） 

 



 

 

第２３条～第２４条 

（条文省略） 

 

（取締役会の決議等の省略） 

第２５条 

（条文省略） 

 

２ 取締役又は監査役が取締役の全員

に対して取締役会に報告すべき事項（た

だし、会社法第３６３条第２項の規定に

より報告すべき事項を除く。）を通知し

たときは、当該事項を取締役会へ報告す

ることを要しない。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（取締役会議事録）  

第２６条 取締役会の議事については、

法務省令の定めるところにより議事録

を作成し、 出席した取締役及び監査役

がこれに署名若しくは記名押印又は電

子署名を行う。 

 

第２７条 

（条文省略） 

 

（報酬等） 

第２８条 取締役の報酬、賞与その他の

職務執行の対価として当会社から受け

る財産上の利益（以下、「報酬等」とい

第２３条～第２４条 

（現行通り） 

 

（取締役会の決議等の省略） 

第２５条 

（現行通り） 

 

２ 取締役が取締役の全員に対して取

締役会に報告すべき事項（ただし、会社

法第３６３条第２項の規定により報告

すべき事項を除く。）を通知したときは、

当該事項を取締役会へ報告することを

要しない。 

 

（重要な業務執行の決定の委任） 

第２６条 当会社は、会社法第３９９条

の１３号第６項の規定により、取締役会

の決議によって、重要な業務執行（同条

第５項各号に掲げる事項を除く。）の決

定の全部または一部を取締役に委任す

ることができる。 

 

（取締役会議事録）  

第２7 条 取締役会の議事については、

法務省令の定めるところにより議事録

を作成し、出席した取締役がこれに署名

若しくは記名押印又は電子署名を行う。 

 

 

第２８条 

（現行通り） 

 

（報酬等） 

第２9 条 取締役の報酬、賞与その他の

職務執行の対価として当会社から受け

る財産上の利益（以下、「報酬等」とい



 

 

う。）については、株主総会の決議によ

って定める。 

 

 

第２９条 

（条文省略） 

 

 

第５章 監査役 

 

（員数） 

第３０条 当会社の監査役は、３名以内

とする。 

 

 

 

（選任及び解任の方法） 

第３１条 監査役の選任は、株主総会に

おいて、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の過半数をもって行う。 

 

２ 当会社は、会社法第 329 条第 3 項

の規定に基づき、法令に定める監査役の

員数を欠くこととなる場合に備えて、株

主総会において補欠監査役を選任する

ことができる。 

 

3 補欠監査役の選任決議の定足数は、

第１項の規定を準用する。 

 

 

4 第２項の補欠監査役の選任に係る決

議が効力を有する期間は、当該決議にお

いて短縮されない限り、当該決議後 4 

う。）については、監査等委員である取

締役とそれ以外の取締役とを区別して、

株主総会の決議によって定める。 

 

第３０条 

（現行通り） 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の開始の

時までとする。 

 

5 監査役の解任は、株主総会において、

議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、出席した当該株主の議決権の３

分の２以上に当たる多数をもって行う。 

 

（任期） 

第３２条 監査役の任期は、選任後４年

以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。 

２ 補欠により選任した監査役の任期

は、その前任の監査役の任期の満了する

時までとする。ただし、前条第 2 項に

より選任された補欠監査役が監査役に

就任した場合は、当該補欠監査役として

の選任後 4 年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の時を超えることができない

ものとする。 

 

（報酬等） 

第３３条 監査役の報酬等については、

株主総会の決議によって定める。 

 

（監査役の責任免除） 

第３４条 当会社は、会社法第４２６条

第１項の規定により、任務を怠ったこと

による監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度に

おいて、 

取締役会の決議によって免除すること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 



 

 

ができる。 

 

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項

の規定により、監査役との間に、任務を 

怠ったことによる損害賠償責任を限定

する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく責任の限度額は、

法令が規定する額とする。 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 監査等委員会 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第３１条 監査等委員会の招集通知は、

会日の３日前までに各監査等委員に対

して 

発する。ただし、緊急を要するときは、

この期間を短縮することができる。 

 

 

２ 監査等委員全員の同意があるとき

は、招集の手続を経ないで監査等委員会

を開催することができる。 

 

（監査等委員会規程） 

第３２条 監査等委員会に関する事項

は、法令または本定款のほか、監査等委

員会において定める監査等委員会規程

による。 

 

 

第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の選任） 

第３３条 会計監査人は、株主総会の決

議によって、選任する。 



 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第６章 計算 

 

第３５条 

（現行通り） 

 

（剰余金の配当） 

第３６条 当会社は、株主総会の決議に

よって、毎年６月３０日の最終の株主名

簿に記載又は記録ある株主、登録株式質

権者（以下、「株主等」という。）に対し

て剰余金の配当を行う。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（会計監査人の任期） 

第３４条 会計監査人の任期は、選任後

１年以内に終了する事業年度のうち最

終の 

ものに関する定時株主総会終結の時ま

でとする。 

 

２ 会計監査人は前項の定時株主総会

において別段の決議がされなかったと

きは、当該定時株主総会において再任さ

れたものとみなす。 

 

（会計監査人の報酬等） 

第３５条 会計監査人の報酬等につい

ては、株主総会の決議によって定める代

表取締役が監査等委員会の同意を得て

定める。 

 

 

第 7 章 計算 

 

第３６条 

（現行通り） 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第３７条 当会社の期末配当の基準日

は、毎年６月３０日とする。  

 

 

 

 

（中間配当） 

２. 当会社は、取締役会の決議によっ

て、毎年 12 月 31 日を基準日として中



 

 

 

 

２. 

（条文省略） 

 

第３７条 

（条文省略） 

 

 

第７章 附則 

 

（定款に定めのない事項） 

第３８条 本定款に定めのない事項は、

すべて会社法その他の法令の定めると

ころによる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間配当をすることができる。 

 

３. 

（現行通り） 

 

第３8 条 

（現行通り） 

 

 

附則 

 

（定款に定めのない事項） 

第１条 本定款に定めのない事項は、す

べて会社法その他の法令の定めるとこ

ろによる。 

 

（株主総会資料等の電子提供措置に関

する経過措置） 

第 2 条  

１ 2022 年９月１日から 6 か月以内の

日を株主総会とする株主総会について

は現行定款第 15 条（株主総会参考書類

等のインターネット開示とみなし提供）

は、なお効力を有する。 

 

２ 本条は、2022 年 9 月 1 日から 6 か

月を経過した日または前項の株主総会

の日から3カ月を経過した日のいずれか

遅い日をもってこれを削除する。 

 

 

 

 


